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高齢ドライバーの安全運転を支援します 

～高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金スタート!!～ 

 

全国的に高齢運転者による交通事故が多発していることから、愛知県と津島市が、

協調して65歳以上の高齢者が現在乗っている自家用車に「後付けの安全運転支援装置

（ペダル踏み間違い急発進抑制装置)」を購入する場合に、その費用の一部を助成する

補助制度を創設し、高齢者の安全運転を支援します。 

国の補助制度（サポカー補助金）と合わせて活用することで、１割程度の費用負担

で装置の設置ができます（装置価格等により負担割合は異なります）。 

 

１ 主な補助対象要件 

(1) 補助対象者 

次の条件をいずれにも該当する者（主な条件のみ） 

①市内に住所を有する者 

②令和３年３月31日現在で65歳以上となる者 

(2) 補助対象自動車 

①自動車検査証が「自家用」となっている自動車 

②運転免許証に記載された氏名と自動車検査証の「使用者氏名または名称」に記 

載されている氏名が同一の自動車 

(3) 補助額 

「後付けの安全運転支援装置」の購入設置費 （消費税及び地方消費税相当含

み国の補助金を除いた額）の４/５を市町村が補助します（千円未満切捨て及び

上限額以内）。 

上限：障害物検知機能付きペダル踏み間違い急発進抑制装置  32,000円 

障害物検知機能なしペダル踏み間違い急発進抑制装置  16,000円 

※１人につき１回限り 

 (4) 補助対象期間 

 ①令和２年６月１日（月）から令和３年３月１日（月）まで 

   ※令和２年４月１日以降に購入設置したものが対象となります。 

令和２年５月29日（金） 

津島市市民生活部市民協働課（鈴木、伊藤） 

電話番号 0567-55-9298（ダイヤルイン） 
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(5) 補助対象装置 

国土交通省の性能認定を受けた安全運転支援装置（ペダル踏み間違い急発進抑制装置） 

で、経済産業省が決定した「後付け装置取扱事業者」が販売設置する装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 補助金交付手続きの流れ 

手続きには、店舗等で交付される「安全運転支援装置販売・設置証明書」のほか

見積書や領収書などが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
安全装置の名称 主な市内の後付け装置取扱事業者の店舗等 

障
害
物
検
知
機
能 

あ
り 

踏み間違い加速抑制装置 
トヨタカローラ中京・愛豊・名古屋、ネッツトヨタ中京・名古屋 
愛知トヨタ自動車、名古屋トヨペット津島神守店 

ペダル踏み間違い時加速抑制装置 
「つくつく防止」 

愛知ダイハツ津島店 

な
し 

S-DRIVE 誤発進防止システム２ 
Ｅ・Ｍ・Ｃタイヤショップアリーナ、 
イエローハット他 

JARWA_S-DRIVE 
つしまオート本店・大坪店 
鈴木自動車スズキアリーナ津島 

ペダルの見張り番Ⅱ オートバックス 

アクセルの見守り隊 
ジェームス津島神守店 
名古屋トヨペット津島神守店 


